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前回会議までの整理【詳細版】 
 
＝項目目次＝ 

（１）未整備割合の高い項目・基準の運用状況を踏まえた対応（用途や規模の状況を踏まえた「遵守」の取扱の検討）【（土木等）課題提起】 
（２） 便所の整備基準について 

  ア 公共トイレの整備の方向性（機能分散について）【国改正関係】 

  イ 乳幼児用設備の規定について【その他（他自治体）】 

（３） 避難設備の整備基準について【条例見直し検討会議】 

（４） 幅広歩道等におけるベンチ等の休憩施設設置促進について【（土木等）課題提起】 

（５） 施設の円滑な利用のための支援の提供について【条例見直し検討会議】 

（６） 施設計画段階からの利用者の参画に関する検討【条例見直し検討会議】 

（７） 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備【条例見直し検討会議】 

  

参考資料２-１ 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

1 

 

未整備割合の高い

項目・基準の運用

状況を踏まえた対

応（用途や規模の

状況を踏まえた

「遵守」の取扱の

検討） 

【現状】 

○令和３年度の適合状況調査では「視覚障害者誘導用

ブロック」「トイレ」の未整備割合が高い状況（詳

細は「参考資料４」のとおり） 

トイレ 全体の64.7％が不適合 

誘導用ブロック 全体の59.3％が不適合 

○主な要因（条例審査窓口の土木事務所等から聴取）

（その他意見は「参考資料５・６」のとおり） 

(1)両者に共通するもの 

①適合に対する事業者の意識が低い（メリットを

感じていない） 

②既存施設の用途変更による小規模施設の整備が

増加(グループホームなど)しており、整備基準

の適合に関し、物理的に困難な場合も多い 

(2)トイレ 

①オストメイト等の設置に費用が掛かる 

②車椅子回転スペースの確保が困難な場合がある 

(3)誘導用ブロック 

①老人ホームや共同住宅などでは、つまづきの原

因になることを懸念する声がある。 

②デザイン性の観点から、黄色以外の誘導用ブロ

ックの敷設を希望する声がある 

【課題】 

ア 一部事業者でバリアフリー街づくりに関する理解

が不十分である事例（(1)①・(2)①・(3)②）や、整

備基準に関する誤解(※)がある事例((3)①)が見受け

られることが明らかになった。   

※誘導用ブロックの敷設に代え、「音声による案内

設備等を設置することも可能 

イ 一方、(1)②のように、建物の規模や構造等から適

合させることが困難な施設がある。また、小規模店

舗等の一定の種別を除き、指定施設には一律の基準

が適用されるため、小規模な施設の建築主等にとっ

て過度な負担になっている場合があり、かえってバ

リアフリー化が進みづらくなっている懸念がある。 

 

ア 事業者への理解促進策について 

【施策による対応】 

 ・整備基準の見直しに関する周知に合

わせて、改めて条例の趣旨等につい

て理解促進に努めるほか、 

 ・整備基準に関する誤解は、ホームペ

ージの質疑応答集を充実するほか、

一部の窓口で実施されている、単な

る適合審査に留まらない助言型の指

導を推進していく。 

 

イ 用途や規模の状況を踏まえた基準の

設定等 

 (ｱ)小規模福祉施設に関する規定の新

設について 

 小規模福祉施設等は、主な利用者

が少数・特定されており、また、介

助等の知識を有する職員の常時配置

等の状況を鑑みて、一定の基準緩和

が実施可能と考える。 

そこで、小規模な福祉施設や無床

診療所（用途面積200㎡未満を想定）

における実質的なバリアフリー化を

促進する観点から、新たな施設区分

を設定するとともに、整備事例や当

事者団体へのヒアリング、近隣都県

市の状況等も踏まえ、用途や規模に

応じた基準を設定することとしては

どうか。 

 

 (ｲ) 13条ただし書き適用として扱う範

囲の明確化 

  13条ただし書き適用として扱うこ

とのできる範囲は、これまでも逐条

イ(ｱ)関係 

【小規模施設に関する規定】 

次のとおり区分を新設。 

現行 見直し案 

福祉施設 全ての

もの 

福祉施設 全て

のもの 

 （なし）  ～200㎡ 

 小規模福祉

施設 

 

「小規模福祉施設」「用途面積

200㎡未満の無床診療所」につい

て、用途や規模に応じた基準を

設定する。 

（新たに設定する基準の例） 

○不特定かつ多数の者が利用す

る便所を設ける場合は、車椅

子使用者が利用することがで

きる構造の便房を１以上 

○主たる経路の敷地内通路の有

効幅員120cm以上 

○主たる経路の廊下等の有効幅

員90cm以上 

○主たる経路を構成する廊下等

については、次の場合を除

き、段を設けないこと。 

・傾斜路又はエレベーターその

他の昇降機を併設する場合 

・敷地の状況、施設の構造その

他の事情から段を設けないこ

とができない場合において、

当該施設を管理する者の介助

等により、障害者等が通行す

ることが可能である場合 

 

 

【第１回会議での主な発言】 

○ 新築の場合はハードルを上げた

ままで緩和しなくても良いのでは

ないか。 

○ 既存建物の活用で、改修・用途

変更という時に、いろいろな難し

さが出てきているということでは

ないかと思うので、既存建築物の

用途変更・改修の場合という項目

を考えてもよいのではないか。 

○ 用途変更も、今200㎡未満は確

認申請出さないでも良くなってい

るので、そういう意味では、200

㎡というのは区切りとしては妥当

な線ではないか。 

 

＜第２回会議で対応案を提示＞ 

○ ただし書き適用の範囲を運用上

で整理する。特に既存建築物の改

修や用途変更等の場合は、より柔

軟な対応を可能とする。 

（併せて運用に係る案の提示） 

 

 

【第２回・第３回会議での主な発言】 

○ 特になし 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

また、現行法令においても、条例第13条ただし書

きを適用し、「遵守」と扱うことは可能だが、当該

規定は必ずしも十分に活用されていない。 

（このことについて、「ただし書き」は裁量の余地

が大きく、窓口による判断のブレが懸念されるた

め、抑制的に運用しているとの意見があった。 

 

 

 

解説やＱ＆Ａなどにより、取扱いを

示してきたが、条例審査窓口の意見

も踏まえ、より詳細に整備項目を提

示することについて検討する。 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

(2) 

ア 

公共トイレの整備

の方向性 

(機能分散について) 

・ 県では、平成14年から、ユニバーサルデザインの

考え方に基づき、障害者、高齢者はもとより、だれ

もが円滑に利用しやすいトイレとして「みんなのト

イレ」を定め、手すり・洗面・オストメイト対応の

水洗器具などの配置や、ベビーベッド等の子育て関

連設備の設置を求めてきた。 

・ しかし、これにより利用対象者が競合する状況と

なり、また必ずしも一般トイレの利用で支障ない方

が利用している実態もあることもあって、便房内に

広い空間を必要とする車椅子使用者等が使いづらい

状況となっている指摘がなされている。 

 

【国の動向】 

・ ２年度に「共生社会におけるトイレの環境整備に

関する調査研究検討会」を開催し、公共交通事業者

や商業施設の管理者等へのアンケート調査や障害当

事者へのヒアリング等も踏まえ、利用者の多様な特

性に配慮したトイレ整備のあり方について検討。 

・ ３年３月建築設計標準の改正で、個別機能の分散

に係る考え方の整理や整備例を充実するとともに、

トイレの表示として、「多機能」「多目的」など誰

でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び

個別機能をピクトグラム等で表示するよう見直しが

行われた。 

・ これまでは一つの便房（みんなのト

イレ）でユニバーサルデザインの達成

を目指してきたが、機能分散をするこ

とにより、トイレ全体でユニバーサル

デザインの達成を目指していくことと

する。 

・ 具体的には、「みんなのトイレ」に

係る記述を削除するとともに、便所内

にそれぞれ１以上の「車椅子対応便

房」「オストメイト便房(※)」「乳幼

児対応便房」の設置を求め、施設の構

造上難しい場合には、こうした「個別

機能を組み合わせた便房」とすること

ができることとしてはどうか。 

 

・ 「既存建築物の改修以外は簡易型設

備による対応は行わないこと」として

いるが、整備が義務づけられた設備を

有する便房とは別に、利用者の分散を

図るために整備する場合や、面積(500

㎡未満)や構造等の制約により設置がで

きない場合は、新築の場合であっても

「簡易型機能を備えた便房」を設ける

ことができるような見直しも検討。

（国設計標準の仕様） 

 

８ 便所 

（整備基準） 

（１）不特定かつ多数の者が利用

する便所を設ける場合は、次に

定める構造とすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造の

車椅子使用者用便房を１以上設

けること。 

イ 便所内に、障害者等が円滑に

利用することができる構造の水

洗器具を設けた便房を１以上設

けること。ただし、車椅子使用

者用便房に設置してある場合

は、この限りでない。 

ウ 便所内に、ベビーチェアその

他の乳幼児を座らせることがで

きる設備を設けた便房を１以上

設けること。ただし、車椅子使

用者用便房に設置してある場合

は、この限りでない。 

エ 便所内にベビーベッドその他

の乳幼児のおむつ交換ができる

設備を設けること。（他におむ

つ交換ができる場所を設ける場

合を除く。） 

〇 見直しイメージ（当初案）から

方針としては修正はなし 

〇 便所内にそれぞれ１以上の個別

機能を有する便房の設置を求め、

構造上整備が難しい場合等につい

ては「個別機能を組み合わせた便

房」とすることができる。 

〇 男女別に配置する場合も、ユニ

セックス等に対応できるよう男女

共用トイレの設置が望ましい旨を

ガイドブック等で明記する。 

 

【第１回会議での主な発言】 

○ 個人の性の扱いに関しては、今

大きく動いているところであり、

男性女性共用トイレ、ユニセック

ス対応ということも意識した改訂

とする必要がある。 

 

【第２回会議での主な発言】 

〇 トイレを構成するパーツはメー

カーがパックで販売していること

が多く、メーカーが販売している

か否かに適否が依存する。 

〇 都市部と郊外では求められる整

備のレベルは異なるのではない

か。個々の施設ではなく、エリア

内で必要な機能が備えられている

ことも重要。 

 

【第３回会議での主な発言】 

○ 今回のような一歩進んだ話が出

てくると同時に、古いタイプのト

イレなど、商業施設では手が加え

られておらず、びっくりするよう

なトイレもある。これらを持ち上

げていけるような考え方が出せる

と大きな進歩に繋がると思うの

で、検討して欲しい。 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

(2)

イ 

乳幼児用設備の規

定について 

・ 乳幼児用設備（ベビーベッド、ベビーチェア、授

乳用スペース等）の設置は努力規定としている。 

 

・ 子育てをめぐる県民の意識 

30年度県民ニーズ調査（課題調査）；「安心して

子供を生み育てられる環境の整備」 

妊婦や子連れで

も外出しやすい

施設やサービス

が整っている 

重

要

度 

重要 どちらとも

いえない 

重要でない 

69.2％ 14.7％ 1.1％ 

満

足

度 

満たされて

いる 

どちらとも

いえない 

満たされて

いない 

14.5％ 30.2％ 20.8% 

住宅や公園など

子育てに配慮し

た環境が整って

いる 

重

要

度 

重要 どちらとも

いえない 

重要でない 

74.3% 13.0％ 1.2％ 

満

足

度 

満たされて

いる 

どちらとも

いえない 

満たされて

いない 

17.9％ 29.8％ 23.2％ 

※ 重要度について、「非常に重要である」「かなり重要である」

の計を「重要」、「まったく重要でない」「さほど重要でない」

の計を「重要でない」として記載 

※ 満足度について、「十分満たされている」「かなり満たされて

いる」を「満たされている」、「ほとんど満たされていない」

「あまり満たされていない」を「満たされていない」として記載 

⇒ いずれの項目も、約７割の県民が重要と考えてい

る一方で、満足度が約２割を下回る状況に留まって

おり、一層の具体な取組の推進が必要。 

 

（近隣都県市の状況）  

東京都、横浜市、川崎市、千葉県、埼玉県、群馬県 

・ 整備を求める施設種別や規模等はまちまちである

が、多くの自治体で乳幼児設備に関し、遵守義務化

している。 

・「かながわ子どもみらいプラン」が目

指す「すべての子どもに笑いがあふれ、

幸福で健やかに成長できる社会」を実現

に向け、妊婦や子連れでも外出しやすい

環境整備を図ることを目的に、基準の見

直しを検討する。 

 

 

〇 遵守規定化 

「乳幼児を連れた者が長時間

利用する建築物」について、規

模に応じて、現行の努力義務か

ら遵守義務に見直しを行う。 

 

〇 整備基準の設定 

設置場所や出入口の幅など、

整備すべき施設の具体的な仕様

を規則又は望ましい水準として

規定する。 

【検討案】 

（乳幼児用設備を有する便房） 

・ 乳幼児用椅子、乳幼児用おむ

つ交換台等の設置 

・ 便房及び便所の出入口に設備

に関する表示 

・ 標識及び案内設備への表示 

 

（授乳のためのスペースの設置） 

・ ベビーベッド、椅子等の設備

の設置 

・ 出入口の幅は、80cm以上 

（ベビーカーの標準的な幅が50cm

程度であることを勘案） 

・ 出入口は、主たる経路を構成

する廊下等に接続して設置 

・ 便房及び便所の出入口に設備

に関する表示 

・ 標識及び案内設備への表示 

・ 他に授乳及びおむつ交換ので

きる場所を設ける場合はスペー

スの設置を不要とする。 

〇 見直しイメージ（当初案）から

方針としては修正はなし 

 

【職員を対象としたアンケート調査】 

〇 特に1000㎡以上の商業施設や官

公庁施設・公民館・図書館等で、

乳幼児用設備の設置ニーズが高い

ということが分かった。 

⇒ 用途面積1000㎡以上の次の公共

的施設を遵守規定に引き上げる。 

・官公庁舎 

・学校等を除く教育文化施設 

・商業施設、運動施設 

・上記を含む複合用途建築物 

 

【第１回会議での主な発言】 

○ 直近設計した開放型、閉鎖型の

２種類のスペース。これは実際に

今子育てをしている母親の要望で

作ったものであり、実際の使われ

方を見ても、両方とも特段問題な

く使われている。 

ただ、男性は個室利用が多い。

外から見えることによる心理的に

ハードルがあるように思うし、そ

れが現実。使う側の意識が変わら

ないことには、いくら施設をいじ

ったところで変わっていかない。 

 

【第３回会議での主な発言】 

○ 商業施設についてみると、1000

㎡は店舗立地法の境目、店舗設営

者側としても、区切りの数字とい

う意識もあると思う。 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

乳幼児用設備

を有する便房

の設置 

遵守義務化；１都２県２市（東京都/横浜市/

川崎市/埼玉県/群馬県） 

努力義務のみ；神奈川県 

規定なし；千葉県 

授乳のための

スペースの設

置 

遵守義務化；１都２県２市（東京都/横浜市/

川崎市/埼玉県/群馬県） 

努力義務のみ；神奈川県 

規定なし；千葉県 

 

（国の設計標準） 

乳幼児用設

備を有する

便房の設置 

・不特定多数又は主として障害者等が利用

する建築物 

2,000㎡以上；標準 

2,000㎡未満；推奨（ニーズや規模に応じて

整備） 

・その他の建築物；推奨（ニーズや規模に

応じて整備） 

授乳のため

のスペース

の設置 

乳幼児連れ利用者が利用する施設では標準 

 

○ 1000㎡を下回るような店舗は、

近隣への影響の検討がされないこ

とが多いと思うので、いずれはこ

うした店舗も視野に入れながらと

いう、展開がよいのではないか。 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

(3) 避難設備の整備基

準について 

・ 避難設備に関して、建築設計標準では避難経路や一

時退避スペース、情報伝達設備について基準を設定し

ているが、県整備基準では誘導設備として非常時に使

用する設備について整備を求めているのは非常口の構

造や点滅灯、一斉放送設備に限られており、避難経路

等は整備されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 非常時に障害者等が安全かつ円滑に

避難できるよう、非常口だけでなく非

常時に必要となる設備（避難経路）の

設置について、「誘導設備」に関する

整備基準に努める規定として追加を検

討する。 

・ 避難設備の整備基準（努力規定）と

して追加する施設の用途・規模 

  

（整備基準） 

(４）避難経路 

避難経路となる屋内の通路につ

いては、段を設けないよう努める

こと。 

【第１回会議での主な委員発言】 

〇 本項目を整備基準（努力規定）

にする場合、避難経路の図示が必

要になるが、どのように図示させ

るのか。 

〇 現行の整備基準で避難経路は定

義づけられていないため、本項目

を追加する場合は整備基準内で定

義する必要があるのではないか。 

 

【第２回会議での主な委員発言】  

〇 見てすぐ分かるようなピクトグ

ラムや図等で表示があるとよいの

ではないか。 

〇 避難時、設備的に不安を感じて

いたという意見が発端だったかと

思う。他に誘導設備として基準に

加えられるようなものはないか。 

 

＜第３回会議で対応案を提示＞ 

〇 既存基準・建築基準法で類似規

定があり、整合を確認した結果、

これらの既存基準で対応するとと

もに、事前協議時の書類の工夫

等、施策で対応する。 

〇 災害対応は条例見直し検討会議

の議論・整理として、基本的には

他の個別施策で対応する内容が多

いが「(5)施設の円滑な利用のた

めの支援」で、こうした視点も含

め建築物の事前協議時の提出書類

等での工夫を行う。 

〇 また、避難訓練の活用（要配慮

者対策への働きかけ）等を関連部

局へ働きかけることを検討する。 

 

【第３回会議での主な委員発言】 

〇 特になし 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

(4) 幅広歩道等におけ

るベンチの休憩施

設設置促進につい

て 

・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律に係る省令や条例において、特定道路につい

ては、「歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその

上屋を設けるものとする」と定められているが、特

定道路以外の歩道については、ベンチを設ける規定

がない。 

 

 

・ 幅広歩道等における休憩施設設置に

ついて、特定道路以外の道路において

も障害者や高齢者をはじめ誰もが快適

に利用できるよう、整備ガイドブック

の望ましい整備水準として、ベンチの

設置に関する記載を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備ガイドブック P144～148 

３-１ 歩道及び自転車歩行者道

（以下「歩道等」という。） 

(１）有効幅員 

（望ましい水準） 

・ 駅や病院、福祉施設周辺な

ど、高齢者、障害者等の利用が

多く見込まれる道路では、必要

に応じ、休憩ができるベンチを

設置することが望ましい。 

【第１回会議での主な委員発言】 

〇 地域と大学が協働して高齢者の

休憩のためのベンチを設置する動

きもある。ハードとソフトが合体

した良い取組みであると思う。 

〇 民間が占用許可を取ってベンチ

を置くということは、より達成率

が低い話ではないかと思う。まず

その前段としては、公共施設でそ

れが当たり前になるくらいのボリ

ューム感で整備する必要がある。

いきなり基準で、努力義務で、占

用でやるというのは民間の企業に

とってハードルが高いと思う。 

 

＜第３回会議でレイアウト例を提示＞ 

 

【第３回会議での主な委員発言】 

○ 絵は何種類か挙げるのが良い。

切り株ベンチみたいなものでも良い。 

○ 事務所にリモート用の6人座り

ぐらいの机があるが、1人が真ん

中に座ってしまうと、遠慮して次

の人が座れない。 

幾つか参考例があるにせよ、1

人用の椅子がある程度の距離感を

持って置かれているというのが、

情勢にあっているのではないか。 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

(5) 

 

施設の円滑な利用

のための支援の提

供について 

○ 条例改正案（第３・４条）では、障害者等（※）

が施設を安全かつ快適に利用できるよう、県・事業

者が管理・整備する施設について、障害者等の利用

に関し、必要な支援を行うことを求めており、ハー

ド整備を前提として、実質的なバリアフリー化を進

めるため、ソフト的な対応を求めている。 

 

・ バリアフリー法でも、整備箇所の維持管理や適切

な配慮は各施設の設置管理者の責務であり、令和２

年改正では、障害者・高齢者等の円滑な利用のた

め、交通事業者等へ役務の提供義務や、建築主等利

用者へ情報提供・広報啓発を求める等の改正が行わ

れている。 

 

※ 障害者、高齢者、妊産婦、子供連れの人など、移

動に際して制約のある方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策による対応】 

〇 すべての公共的施設の整備の事前協

議書提出の際に、整備後の運用に関し

てのソフト的な対応・体制予定を確認

するため、事業者からの書面報告及び

確認を検討 

 

○ 円滑な利用のための支援の提供」と

いう観点から、セルフチェックとして

示し、必要に応じて随時使用できるよ

う検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 事前協議時の提出書類とし

て、整備後の運用に関して情報

提供を含めソフト的な対応・体

制予定を確認するための書面を

追加 

<参考資料５ 配慮に係る取組事項 

内容イメージ> 

 

＜想定内容（書面報告）＞ 

・ 情報提供に関する整備（リー

フレット配布、わかりやすいサ

イン掲示、館内放送設備を用い

た放送、電光表示を用いた表示

等） 

・ 利用者への対応予定（受付で

の対応、人的案内、筆談・コミ

ュニケーションボード等の器具

を用いた対応、音声案内装置の

運用等） 

・ その他支援や設備に関する対

応予定（スロープ等の可動設備

を設置等）等を記入 

 

上記の内容を簡略化した様式をガ

イドブックにもセルフチェックと

して例示 

 

 

 

 

 

 

〇 見直しイメージ（当初案）から

方針としては修正はなし 

 

【第１回会議での主な委員発言】 

〇 施設の運営者に整備箇所の維持

管理や適切な配慮について理解し

てもらう機会を設ける仕組みづく

りは有効的。 

〇 事前協議書の別添書式のよう

に、柔軟性のある形式であるとよ

いのではないか。 

 

＜第２回会議で修正案を提示＞ 

○ 柔軟性のある形式とするため、

本様式は事前協議の際の運用上の

付属資料とする。 

 

【第３回会議での主な委員発言】 

○ ひと手間増えることになるが、

バリアフリー化を進めたい良心的

な設計者の後ろ盾になる。 

○ 事業者にソフト面での対応を約

束してもらう手続きは良いことだ

が、今までやっていないことだけ

に、抵抗があるとは思う。 

○ 非常時の避難など、図面だけで

約束できないところがあるため、

施設管理者がそういった対応をす

ることをあらかじめ認識してもら

える。 

○ 建物を建てた後の職員研修等も

指導できるよい。施設建築後も対

応していることが、何かしらの形

で見えると良い。 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

(6) 施設計画段階から

の利用者の参画に

関する検討 

改正条例第７条（２）では、ＵＤの観点から、県施

策の方針として、施設整備の計画の策定や整備に関し

て、多様な利用者・関係者の参画を推進するとしてい

る。 

〇 とくにバリアフリー整備が求められる

国や自治体の整備について施設整備の計

画策定等に関する努力規定を検討する。 

 

【施策による対応】 

〇 整備のガイドラインである「整備ガ

イドブック」の「基本的な考え方」

に、施設の計画段階からの利用者の参

加（インクルーシブデザイン）に関す

るページを設けて解説する。 

 

〇 官公庁施設以外の公共的施設につい

ても、施設整備の計画策定等に関して

利用者の意見を聴取することが望まし

いことを、基準の「基本的な考え方」

として取り入れる。 

 

〇 整備ガイドブックにおいて、条例の

理念に沿った誘導のため、望ましい施

設整備の方向性を示すような、優良事

例等（＝新たに設ける努力規定の例と

なる事例）の掲載を検討する。 

18 施設計画段階からの利用者の

参画に関する検討 

（整備基準） 

国、地方公共団体その他規則第12

条号に掲げる者は、施設等の整備

の計画の策定等への利用者の参画

に努めること。 

〇 見直しイメージ（当初案）から

方針としては修正はなし 

 

【第２回会議での主な委員発言】 

○ 整備ガイドブック35ページ「建

築物等の整備の手順」にも記載を

追加してはどうか。 

 

【第３回会議での主な委員発言】 

○ 現実には大変だと思うが、逗子

市では市の要綱で十数年やってき

ている。こうした取組が広く県内

で広がっていくのはよいこと。 

○ あるメーカーから、インクルー

シブデザインに関する様々な資料

が回ってきた。メーカーの対応が

すごく早いので、インクルーシブ

デザインという考え方や言葉は、

恐らく一気に広がってくる流れが

あるので、取り組みをしやすくな

るのではないか。 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

(7) 

 

聴覚障害者の安全

かつ円滑な利用に

必要な設備 

条例見直し検討会議において、聴覚障害者や視覚障

害者等への情報バリアフリー等について意見があり、

施策で検討することとしている。また、認知症や発達

障害への対応の必要性等についても意見が挙がった。 

 

・とくに聴覚障害については、整備基準の記載が少な

い面もあり、今般の条例改正案を踏まえ、情報提供を

含めた支援の観点から検討の必要があると考える。 

【現在の整備基準】 

 整備基準 

（遵守） 

整備基準 

（努力） 

望ましい水準 

（１）

文字情

報表示

設備の

設置 

・医療施設（無

床診療所を除く） 

・公益事業所 

・金融機関 

― その他公共的施設 

（２）

文字表

示設備

の設置 

・官公庁施設 

・教育文化施設

（図書館等、動物

園等、集会場） 

・福祉施設 

― その他公共的施設 

（３）

難聴者

の聴力

を補う

設備の

設置 

― ・官公庁施設 

・教育文化施設 

・福祉施設 

・運動施設 

・興行・遊興施設 

・展示施設 

その他公共的施設 

（４）

手話通

訳者の

配置 

― ・官公庁施設 

・教育文化施設

（図書館等） 

・医療施設 

（無床を除く） 

・福祉施設 

その他公共的施設 

 

 

 

 

 

 

 

聴覚障害関係の記載のうち、高齢者の

増加や改正条例の情報提供の支援の強化

のため、聴覚障害関連設備について、対

象の施設種別以外は「望ましい水準」と

している３つの項（16の項（１）～

（３））は整備基準の努力規定に引き上

げることを検討する。 

 

 

 

16 聴覚障害者の安全かつ円滑

な利用に必要な設備 

文字情報表示設備の設置 

（整備基準） 

（１）別表第１の３の項に掲

げる医療施設（無床診療所を

除く。）及び５の項（(１)又

は(２)の用に供するものに限

る。）に掲げる商業施設にお

いて、利用者（施設を利用

し、当該施設においてサービ

ス等の提供を受ける者をい

う。以下同じ。）の案内、呼

出しのための窓口等を設ける

場合は、文字により情報を表

示する設備を１以上の窓口等

に設けること。 

別表第１の１の項、２の項、

３の項（無床診療所）、５の

項（(３)の用に供するものに

限る。）及び６の項から18の

項までに掲げる公共的施設に

おいて、音声での情報を提供

する際は、文字による情報提

供を行うよう努めること。 

 

（望ましい水準） 

記載削除 

 

文字表示設備の設置 

（整備基準） 

（２）別表第１の１の項、２

の項（(２)から(４)までの用

に供するものに限る。）及び

４の項に掲げる公共的施設に

〇 当事者団体からの意見や要望、

近隣自治体の整備基準、遵守実現

性等も考慮し、第３回会議で次の

とおり見直し事項の追加を提案 

 

⇒（３）難聴者の聴力を補う設備に

ついて、現行規定で、努力義務が

課せられている施設のうち、床面

積1,000㎡以上のものを遵守規定

に引き上げる。 

 

【第３回会議での主な委員発言】 

○ 努力規定から遵守規定になるの

は、基本的に良いことなので、こ

のまま進めてよいのではないか。 
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 項目 

 

背景・課題 

 

論点（当初案） 

 

見直しイメージ（当初案） 

 

検討結果 

 おいて、利用者の利用に供す

る会議室を設ける場合は、ス

クリーン等を備え、スクリー

ン等に文字を映し出せる機器

を設けること。 

別表第１の１の項、３の項及

び５の項から18の項までに掲

げる公共的施設において、会

議室を設ける場合にあっては

文字表示設備を設けるよう努

めること。 

 

（望ましい水準） 

記載削除 

 

難聴者の聴力を補う設備の設置 

（整備基準） 

（３）利用者の利用に供する

客席を設ける場合は、難聴者

の聴力を補う設備を設けるよ

う努めること。 

 

（望ましい水準） 

記載削除 

 

 


